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訂正前の明細書 訂正後の明細書 

 
（発明の詳細な説明の抜粋） （発明の詳細な説明の抜粋） 
１）「水分６５ｇ」 
 
２）「１３日」 

「水分含有６５％」 
 
「１４日」 

 

 

［結論］ 

 誤記の訂正となる。 

 

［説明］ 

１） 全文訂正明細書を提出したときに、「水分６５ｇ」と記載したが、当初明細書

の該当個所及び実施例などには「水分６５％」、「水分含有率を６５％に調整した」

との記載があることから、訂正は全文訂正明細書の誤記を当初明細書に記載された事

項の範囲内で訂正するものである。 

２） 全文訂正明細書を提出したときに、「１３日」と記載したが、当初明細書の該

当個所には、「１４日」と記載されており、また１３日とした場合には総培養日数が

合わなくなるので、訂正は全文訂正明細書の誤記を当初明細書に記載された事項の範

囲内で訂正するものである。 


